
41

第３章 関係機関相互の連携 

 

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国、県、他の市町、指定公共機

関及び指定地方公共機関、その他関係機関と相互に密接に連携する。 

 

１ 国・県の対策本部等との連携 

 

  市は、各種の調整や情報共有を行うなど県の対策本部及び、県を通じ国の対策本

部と密接な連携を図る。 

  また、国・県の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等によ

り、当該本部と緊密な連携を図る。 

 

２ 知事等、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長への措置要請等 

 

(1) 知事等への措置要請 

市長等は、市の区域における国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要

があると認めるときは、知事その他県の執行機関（以下「知事等」という。）に

対し、その所掌事務に係る国民保護措置の実施に関し必要な要請を行う。この場

合において、市長等は、要請する理由、活動内容等をできる限り具体的に明らか

にして行う。 

 

(2) 知事等に対する指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への措置要請 

市長等は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認め

るときは、知事等に対し、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への要請

を行うよう求める。 

 

（3）指定公共機関、指定地方公共機関への措置要請 

市長等は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めると

きは、関係する指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、その業務に係る国民

保護措置の実施に関し必要な要請を行う。この場合において、市長等は、当該機

関の業務内容に照らし、要請する理由や活動内容等をできる限り具体的に明らか

にする。 

 

３ 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等 

 

(1) 市長は、避難住民の誘導及び救援等の国民保護措置に関し、自衛隊の部隊等に

よる国民保護等派遣（以下「国民保護等派遣」という。）が必要と判断するとき

は、知事に対し、国民保護等派遣の要請を行うよう求める。 

また、知事に対する自衛隊の部隊等の派遣の要請の求めができない場合は、自

衛隊地方協力本部長等を通じて、防衛大臣に連絡する。 
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(2) 市長は、国民保護等派遣を命ぜられた部隊のほか、防衛出動（自衛隊法第 76 条）

並びに治安出動（内閣総理大臣の命令に基づく出動（自衛隊法第 78 条）及び知事

の要請に基づく出動（自衛隊法第 81 条））により出動した部隊とも、市対策本部

及び現地調整所において緊密な意思疎通を図る。 

 

４ 他の市町長等に対する応援の要求、事務の委託 

 

(1) 他の市町長等への応援の要求 

ア 市長等は、国民保護措置を実施するため、必要があると認めるときは、応援

を求める理由、活動内容等を具体的に明らかにした上で、他の市町長等に対し

て応援を求める。 

  イ  市長等は、応援を求める市町との間であらかじめ相互応援協定等が締結され

ている場合には、その相互応援協定等に基づき応援を求める。 

 

   (2) 県への応援の要求 

     市長等は、国民保護措置を実施するため、必要があると認めるときは、知事等

に対し応援を求める。この場合、応援を求める理由、活動内容等を具体的に明ら

かにする。 

 

(3) 他の地方公共団体に対する事務の委託 

ア 市が、国民保護措置の実施のため必要があると認めるときは、その事務又は

市長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託する。 

この場合、以下の事項を明らかにして委託を行う。 

・委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法 

・委託事務に要する経費の支弁の方法 

・その他必要な事項 

イ  他の地方公共団体に対する事務の委託を行った場合、市は、上記事項を公示

するとともに、県に届け出る。 

また、事務の委託又は委託に係る事務の変更若しくは事務の廃止を行った場

合は、市長はその内容を速やかに議会に報告する。 

 

５ 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請 

 

(1) 市長等は、国民保護措置の実施のため必要があるときは、県を経由して指定行

政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関（指定公共機関

である特定独立行政法人及び日本郵政公社をいう。）に対し、当該機関の職員の

派遣の要請を行う。 

  

(2) 市長等は、当該要請等を行っても必要な職員の派遣が行われない場合などにお

いて、国民保護措置の実施のため必要があるときは、県を経由して総務大臣に対

し、(1)の職員の派遣について、あっせんを求める。 
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６ 市の行う応援等 

 

(1) 他の市町に対して行う応援等 

ア 市長等は、他の市町長等から応援の求めがあった場合には、求められた応援

を実施することができない場合や、他の機関が実施する国民保護措置と競合す

る場合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。 

イ 市は、他の市町から国民保護措置に係る事務の委託を受けた場合、その内容

を公示するとともに、知事に届け出る。 

また、市長は、速やかにその旨を議会に報告する。 

 

(2) 指定公共機関又は指定地方公共機関に対して行う応援 

市長は、指定公共機関又は指定地方公共機関の行う国民保護措置の実施につい

て労務、施設、設備又は物資の確保についての応援を求められた場合には、求め

られた応援に応ずるだけの余力がない場合など正当な理由のある場合を除き、必

要な応援を行う。 

 

７ 自主防災組織に対する支援 

 

市は、自主防災組織により行われる警報の内容の伝達、避難住民の誘導等国民保

護措置に資するための自発的な活動に対し、適切な情報や活動に係る資機材の提供

等必要な支援を行う。 

 

８ ボランティア活動への支援 

 

市は、県と連携して、国民保護措置の実施においては、ボランティア関係団体等と

相互に協力し、被災地又は避難先地域におけるニーズや活動状況の把握、ボランティ

アへの情報提供、ボランティアの受付・活動場所のあっせん及び配置調整等を行うた

めの体制の確保等に努める。 

この場合において、ボランティア活動の安全の確保のため、被災地の状況などにつ

いて、適宜、情報提供する。 

 

９ 住民への協力要請 

 

市は、国民保護措置を実施するに当たり、必要があると認めるときは、住民に対

し、以下に掲げる援助について協力を要請する。 

この場合、その協力は、自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に

当たって強制にわたらないように留意するとともに、協力者の安全確保に十分配慮

する。 
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(1) 避難住民の誘導に必要な援助 

    避難住民を誘導する市の職員並びに消防長及び消防団長は、必要があると認め

るときは、避難住民その他の者に対し、避難住民の誘導に必要な援助について協

力を要請する。 

     協力を要請する内容は、住民避難の誘導、移動中における食品等の配布、高齢

者、障害のある人等自ら避難することが困難な者の避難の介助等とする。 

 

   (2) 避難住民等の救援に必要な援助 

     知事から救援の実施に関する事務の委任の通知を受け公示がなされたときは、

市長及び市の職員並びに消防長及び消防団長は、必要があると認めるときは、救

援を必要とする避難住民等及びその近隣の者に対し、救援に必要な援助について

協力を要請する。 

協力を要請する内容は、避難所における食品、生活必需品の配布等とする。 

 

(3) 消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置

の実施に必要な援助 

     市長若しくは消防吏員その他の市の職員は、武力攻撃災害が発生し、又はまさ

に発生しようとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助その

他の武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認める

ときは、住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請する。 

 

(4) 保健衛生の確保の実施に必要な援助 

市長又は市の職員は、武力攻撃災害の発生により住民の健康の保持又は環境衛

生の確保に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、住民に対

し、その実施に必要な援助について協力を要請する。 

協力を要請する内容は、健康診断、感染症の動向調査、水道水の水質検査及び

防疫活動の実施の補助等とする。 

 


